
○ 

新
し
い
被
保
険
者
証
の
送
付
に
つ

い
て

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、

住
所
や
氏
名
等
の
記
載
内
容
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
等
を
受
診

す
る
場
合
は
、
新
し
く
交
付
さ
れ
る
被
保

険
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
度
の
新
し
い
被
保
険
者
証
の
色
は
、

緑
色
に
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
古
い
被
保
険
者
証
に
つ
き
ま
し

て
は
、
８
月
以
降
に
役
場
保
険
健
康
課
や

神
泉
総
合
支
所
へ
返
却
す
る
か
、
裁
断
す

る
な
ど
の
廃
棄
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

○ 

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
交
付
申
請
に
つ
い
て

　

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
た
時
に
、
入

院
に
加
え
て
外
来
診
療
に
つ
い
て
も
、
限

度
額
適
用
認
定
証
等
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
一
月
で
同
一
医
療
機
関
の
窓

口
で
の
支
払
い
が
、
下
段
の
表
の
と
お
り

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

〇
対
象
と
な
る
方

　

住
民
税
非
課
税
世
帯（
低
所
得
者
Ⅱ
お

よ
び
低
所
得
者
Ⅰ
）に
属
す
る
方
。

【
低
所
得
者
Ⅱ
】

・ 

世
帯
員
全
員
が
、
住
民
税
非
課
税
で
あ

る
世
帯
の
方
。

【
低
所
得
者
Ⅰ
】

・ 

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
そ

の
全
員
の
所
得
が
０
円（
年
金
の
所
得

は
控
除
額
を
80
万
と
し
て
計
算
）で
あ

る
世
帯
の
方
。

〇
申
請
の
際
に
必
要
な
も
の

・
申
請
者
の
身
分
証
明
書

・ 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
・ 

印
鑑（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）

・ 

申
請
者
の
個
人
番
号
を
確
認

で
き
る
書
類

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
等
） 

※ 

入
院
等
で
医
療
費
の
支
払
い

が
高
額
に
な
る
場
合
、
お
早

め
に
申
請
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
、
代
理
人

が
申
請
を
す
る
場
合
、
代
理

人
本
人
の
身
分
証
明
書
等
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、

前
年
の
所
得
状
況
に
よ
っ
て

認
定
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆国民健康保険税の改定について
　平成27年度より、前年所得が一定額以下の方に適用される軽減判定所得の計算方法と賦課限度額が見
直されました。平成28年度も昨年度に引き続き経済動向等を踏まえ、見直しを図るものです。
【軽減対象世帯の拡大について】
　軽減の判定基準となる所得額の計算が見直され、軽減対象世帯が拡大されました。
軽減
割合

被保険者と世帯主の前年総所得の合計金額で判定します
平成27年度（改正前） 平成28年度（改正後）

７割 33万円以下 33万円以下（変更ありません）

５割 33万円＋26万円×
（被保険者数＋特定同一世帯所属者数※）以下

33万円＋26.5万円×
（被保険者数＋特定同一世帯所属者数※）以下

２割 33万円＋47万円×
（被保険者数＋特定同一世帯所属者数※）以下

33万円＋48万円×
（被保険者数＋特定同一世帯所属者数※）以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の方です。
【課税限度額の引き上げについて】
　基礎課税分の限度額（52万円→54万円）、支援分の限度額（17万円→19万円）が引き上げとなりま
した。
◆後期高齢者医療保険料率の改定について
【保険料率の改定について】
　後期高齢者医療制度では、平成28・29年度の保険料率を次のとおり改定いたしました。
保険料の計算方法（均等割額：42,070円、所得割率：8.34％）

均等割額
42,070円 ＋ 所得割額

賦課のもととなる所得金額※×8.34％ ＝ 年間保険料
（上限57万円）

※ 賦課のもととなる所得金額とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額（注）を控除し、さらに
基礎控除額（33万円）を控除した金額のことです。
　（注）年金収入のみの方の場合、公的年金控除額を引き、さらに基礎控除額（33万円）を引いた金額
【均等割額の軽減について】
　平成28年度より、後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減について、国民健康保険税と同様の見直し
を図るものです。
　軽減の判定基準となる所得額の計算方法が見直され、軽減対象が拡大されました。
軽減
割合

被保険者と世帯主の前年総所得の合計金額で判定します
平成27年度（改正前） 平成28年度（改正後）

8.5割 33万円以下 33万円以下（変更ありません）

９割 上記のうち、世帯内の被保険者全員が年金収入
80万円以下

上記のうち、世帯内の被保険者全員が年金収入
80万円以下（変更ありません）

５割 33万円＋26万円×（被保険者数）以下 33万円＋26.5万円×（被保険者数）以下
２割 33万円＋47万円×（被保険者数）以下 33万円＋48万円×（被保険者数）以下

問
合
せ　

保
険
健
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担
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後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
等
の
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
被
保
険
者
証
）
と
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
認
定
証
）
の
有
効
期
限
は
平
成
28
年
７

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
中
に
簡
易
書
留
で
郵
送
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
前
年
度
に
認
定
証
を
申
請
さ
れ
た
方
で
、
平
成
28

年
度
も
引
き
続
き
対
象
者
と
な
る
方
に
は
認
定
証
を
郵
送
い
た
し
ま
す
。
な
お
、新
し
く
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
は
申
請
の
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

自己負担限度額（月額）一覧表

所得区分
自己負担限度額（月額） 食事療養標準負担額

（1食あたり）
生活療養標準負担額
（１食あたり+１日あたり）外来

（個人ごと）
入院＋外来
（世帯合算）

現役並み
所得者 44,400円

80,100円＋
（医療費－267,000）×1％
（注1：44,400円） 360円（注２）

１食あたり　460円
（注３）

１日あたり　320円一般 12,000円 44,400円

低所得者
Ⅱ

（区分Ⅱ）

8,000円

24,600円

90日までの入院
210円 １食あたり　210円

１日あたり　320円過去12か月に90日を
超える入院があった時
（長期入院）160円

低所得者
Ⅰ

（区分Ⅰ）
15,000円 100円

１食あたり　130円
１日あたり　320円
老齢福祉年金受給者
１食あたり　100円
１日あたり 　　0円

（注１）多数該当（過去12か月に３回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目以降の支給に該当）の場合。
（注２） 指定難病患者の方は１食あたり260円に据え置かれます。平成28年４月１日において、既に１年を超えて精神病

床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方は、経過措置の対象として１
食あたり260円に据え置かれます。

（注３） 管理栄養士または栄養士による栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合。
　　　それ以外は１食あたり420円となります。

問合せ　保険健康課　☎０４９５－７７－２１１３

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料について
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